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（午前９時30分 開議） 

○議長（森下伸吾君）おはようございます。 

 ただ今の出席議員は18人で全員であります。 

                     

○議長（森下伸吾君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（森下伸吾君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、４番 梅本君、

15番 辻本君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（森下伸吾君）日程第２ 一般質問を

行います。 

 順番14、８番 田中君。 

〔８番（田中博晃君）登壇〕 

○８番（田中博晃君）皆さん、おはようござ

います。 

 ３日目、トップバッターです。 

 それより先に、まず、先月、嫁の親が亡く

なりまして、そのときには当局の皆さま、そ

して議員各位には心遣い本当にありがとうご

ざいました。この場をお借りしてお礼申し上

げます。ありがとうございます。 

 嫁の実家は神奈川県相模原市橋本というて、

実際、橋本でずっとおった感はあるんですけ

れども、和歌山県が今、人口89万人、相模原

が八十二、三万人。１個の市で和歌山県と一

緒ぐらい人口おるんです。 

 行って、今回お葬式するにあたっても火葬

場が満員御礼で１週間待ちやと。それがもう

普通らしいです。都会なので、ある意味生活

はしやすい反面、そういうところが困ってい

くところやし、増やせるものでもないし、同

じく近隣の自治体も同じようになっていると。 

 個人的には富士山が近いから写真撮れるな

とか、週末にはコスプレイベントをやってい

て羨ましいなとか思うところはあるんですけ

れども、やはりこの自分の生まれ育った橋本

市を何とかしていきたい。今日はそういう思

いで、通告に従い一般質問を行います。 

 今回は３項目です。 

 まず、一つ目、物品の調達について。 

 この質問ももう、多分２回目、３回目ぐら

いになるんですけれども、市民の税金を預か

る自治体として、物品の調達については、よ

りシビアに、より安全に、そして安く、誰が

見ても分かりやすい、不正が介入する隙間は

１㎜もない制度の確立をめざさなければなら

ない。 

 しかし、制度の複雑さにより入札制度その

ものが分かりにくい点や、不要となった物品

の処分にどのような手段が取られているかな

ど、見えない部分が多々ある。 

 そこで、下記について問う。 

 一つ目、物品の調達において、一般競争入

札や指名競争入札、随意契約、プロポーザル、

リースなど、本市では何を基準としているの

か。 

 ２、単価契約なのか総金額での入札なのか、

何を基準としているのか。 

 ３、同等品についての考え方は。特にパソ

コンやタブレットなど、基本スペックやＯＳ

が同じなら、全て同等品となるのでは。 
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 ４、不要となった物品の処分について、フ

リマサイトやオークションサイトなどを活用

しないのか。日時を指定すれば業務への影響

は少なくできると考えるが。 

 ２項目め、防犯灯更新補助について。 

 本市では、防犯灯を蛍光灯からＬＥＤに更

新する場合、区・自治会に補助金を支給して

きた。それから約10年がたち、今、更新の時

期を迎えようとしている。 

 例えば、区・自治会が町の電気屋に交換を

依頼する場合、高所作業車が必要な防犯灯で

は交換代金プラス作業賃プラス高所作業車リ

ース代が必要となる。一定の収入がある区・

自治会を除き、本市の区・自治会のほとんど

は小規模でかつ会員数の減少もあり、区・自

治会の収入基盤は極めて脆弱である。 

 よって、今後の更新に際し、交換経費もし

くは、せめて高所作業車が必要な場合だけで

も区・自治会への補助を考えられないのか、

見解を問う。 

 ３、インターンシップ制度について。 

 民間のサイトを活用したインターンシップ

制度を活用する自治体が増えている中、本市

では、「問合せがあれば１日体験で対応」など、

将来橋本市で働きたい学生に市役所での仕事

内容や情報が届いていないと考える。また、

本市に入職しても、仮面浪人的に他の自治体

に入職する職員も存在する。 

 橋本市が橋本市として未来永劫存在するた

めには、市役所に勤務してよかったと思って

もらえる職員を育てること、そして、より多

くの学生に選んでもらえることが、市民の幸

せにつながると信じている。 

 そこで、以下を問う。 

 １、入職３年以内の離職率及び主な理由は。 

 ２、インターンシップ制度を活用し、橋本

市役所の仕事を伝え、多くの学生に選ばれる

自治体をめざすべきでは。 

 以上、壇上からの質問を終わります。明確

な答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の質問項

目１、物品の調達に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（井上稔章君）登壇〕 

○総務部長（井上稔章君）おはようございま

す。 

 それでは、物品の調達についてお答えしま

す。 

 一点目の、物品の入札において、一般競争

入札や指名競争入札、随意契約・プロポーザ

ル、リースなど、橋本市では何を基準として

いるかについてですが、まず、本市の入札に

ついては橋本市契約事務規則に基づき実施し

ており、物品の調達、買入れは原則、指名競

争入札としています。 

 なお、予定価格が80万円以下の調達物のほ

か、調達物の特性や調達可能な業種での事業

者登録数により随意契約を行う場合や、一般

競争入札、プロポーザル方式により調達先を

選定する場合があります。 

 また、調達物を購入かリースにするかは、

その調達物の特性に応じ、予算編成時にその

取扱いを決定しているところであり、リース

事業者の選定については物品の購入に準じた

ものとして実施しています。 

 次に、二点目の、物品の入札は単価契約か

総金額か何を基準としているかについてです

が、市の契約については、数量や金額等が確

定した上で締結する総価契約を原則としてい

ます。ただし、数量が未定の場合や一定期間

継続する製造、売買、役務の提供等について

は、単価契約とする場合もあります。 

 次に、三点目の、同等品についての考え方

ですが、物品の調達については原則として形

状、材質、大きさ等の規格、品質・性能が参

考品と同等以上であって、メーカーの既製品
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を基本とするもので、定価が参考品と同等以

上のものは、事前に申出があった場合、審査

の上、同等品として採用するかどうかの判断

を行うこととしています。 

 その中で、議員おただしのとおり、パソコ

ンやタブレットなど基本スペックやＯＳが同

じ場合はこの同等品として採用していくのが

通例ですが、仕様の特性上、他の調達品との

互換性や制限等の理由で特定の物品として指

定せざるを得ない場合は、入札の通知等にお

いて「同等品は不可」とする場合があります。 

 四点目の、不要となった物品の処分につい

てですが、現在、使用することが不要となっ

た公用車や土地などの普通財産等については

入札方式により公売を実施しているところで

すが、その他の物品の処分については、他の

用途がない場合、廃棄の扱いとしています。 

 オークションサイトなどの活用については、

本市においても民間サイトのオークション機

能を活用し、税滞納処分により差し押さえた

動産を公売していることから、物品の売却に

ついても、このオークションサイトだけでな

く、フリマサイトの機能を活用した取組みに

ついて、調査研究をしてまいります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。 

 ８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 ちょっと先に４番目のオークションとかフ

リマのほうからお話しさせてもらいたいんで

すけれども、何を言いたいかと言うたら、様々

な商品がいっぱいあります。商品というか市

の物が。それを商品価値のあるうちにお金に

変えたらええんちゃうんかなと。それも、ジ

ャンク品というんかな、中身、動作確認とか

せずに出せたらというのと、日時を指定する

ことで職員の仕事を極力負担を減らしていき

たいと、そんな考えがあります。 

 特に、パソコンはハードにいろんな情報が

入っているので問題はあるにしても、モニタ

ーとかやったら廃棄手数料が3,000円、4,000

円かかると思うんやけど、こういったものも

売っていくことによって、ちょっとでも市の

財政の足しにならんかなというふうに感じて

いるんです。 

 職員に聞いたら、実際もうモニターって今、

数多く、在庫じゃないな、倉庫に山積みにな

っていると聞いているんやけど、今、実際ど

れぐらいあってどんな管理しているんかと。

もし分かったら。分からなかったら結構です。

教えてもらえたらありがたいです。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）正確な数字は今は

持ち合わせておりませんが、議員おっしゃら

れたように、古いパソコン等が倉庫にあると

いうケースは聞いております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）相当数積んであると聞

いとるんで、それもやっぱり結構、場所を圧

迫しているし、結果また違うところへ倉庫を

借りたりだとか簡易の倉庫を建てたりとかや

っているので、そういったものもお金に換え

ていくべきではないかというふうに思ってい

ます。 

 この質問を出してからでも、ネットニュー

スで自治体がオークションサイトに参加した

よとかという記事が結構出たと思います。例

えばマンホールの蓋なんかでも相当人気商品

になっていると。ということは、何でもお金

に変わる時代だし、もっともっと言うたら、

和歌山県でまだやっているところが、大きい、

さっき答弁があったみたいな、管財で差し押

さえたものというのはあるんやけれども、個

別でやっているというところは少ないので、

マスコミに取り上げられたら、やはりそうい

った広告宣伝にもなる。それだけでも価値は
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あるのかなと思っています。 

 いろいろ調べていったら、例えば小学校の

机とか椅子なんかでも、コンカフェでまとま

った数が欲しいとかという記事も出ている中

で、これから調査研究と言うんやけど、もう

事例というのがむちゃくちゃいっぱいありま

すから、さほど調査研究せずに、ましてや市

はもう、官公庁とはいえ、そういう経験もあ

ることから、もうやるやらんの判断ってすぐ

にできるんちゃうんかなと思うんですけれど

も、そういった部分はいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）今回、議員のご質

問を頂戴して、インターネットで私なりにも

調べさせていただいたところ、やはりおっし

ゃられたとおり、こういうサイトを活用した

備品の売却等というのをやっている自治体が

ございました。 

 本市についても、どんな調査研究をするの

かというところのおただしだと思うんですが、

実際にどの程度の工数といいますか事務量が

かかるのか、それから、先進自治体ではどの

ようなサイトを活用して、何を、不要物とい

うところなんすけど、備品なのか土地なのか

とか、そういったところの、何を売却してい

るのか、この辺りをしっかり調査研究した上

で、ぜひ、市にとってはプラスになる事業だ

と思いますので、しっかり調査した上で実施

に向けて取り組んでまいりたいというふうに

は考えております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。

できるだけ早うしたほうが目立っていいなと。

やっぱり目立つことが広告につながって、結

果、もし仮に橋本市が将来サイトをやったと

きにも参加してくれる人が増えるのかなとい

うふうに考えていますので、よろしくお願い

いたします。 

 そこから上のほうへ順番に戻っていきます

けれども、入札制度っていろいろあるんです

けれども、最近でも県内でもあったけど、官

製談合という報道もありました。やはり、橋

本市において、全ての入札において１㎜も疑

義を生じさせたらあかんねやと。 

 もし仮に、万が一、億が一、分からんけれ

ども、市民が疑問に思ったときも堂々と、う

ちはこうやってんねんと答えられる制度であ

らなあかん。それが税金を使わせてもらって

いる市の責務である。もちろん、それをチェ

ックする私らの責務でもある、そのように考

えています。 

 そんな中、今回いろいろ調べていったら、

どうしても各課でばらばらになっているとこ

ろが見え隠れするんです。 

 ちょっと再質問をさせてもらいますけれど

も、単価契約をやると仮定しましょう。その

場合、まず私の解釈は、最初に入札があって、

入札不調、やばい、随意契約や、単価契約や

という流れなのかなというふうに、現制度下

ではそれが普通なのかなというふうに考えて

おるんですけれども、うちの場合は突然、単

価契約ということもあり得ると。 

 別にそれが法的にあかんことではないんや

けれども、そういった部分について、まず、

もっと明確化せなあかんのちゃうんかなとい

うふうに思うんですけど、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）本市の入札制度に

つきましては、ご答弁でも申し上げましたと

おり、契約事務規則に基づき実施していると

ころであります。議員がおっしゃられており

ます単価契約、これについても、契約事務規

則には一定継続性のあるような物品等につい

ては単価で契約することができるというふう

になっています。 

 しかしながら、どのようなケースであれば
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単価の契約にするのか。一定数の量が確認で

きているのに、それを継続的に必要だからと

いうことで単価にすべきなのかというところ

の、いわゆるルール、ここは明確になってい

ないというところの認識はございます。 

 しかしながら、購入すべき、調達すべき物

品の特性等というのがありますので、その辺

をしっかり鑑みた上で、単価にするのか、そ

れとも総量にするのか、基本的には総金額で

の入札としたいんですが、そこら辺を判断し

ているところが現状でございます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）そのとおりやわな。が

んじがらめにせいと言うてるわけでもないん

ですけれども、まず分かりにくいというとこ

ろをまず訴えたいと思っています。 

 仮にタブレットを300台契約すると仮定し

ましょう。で、台数に前後があると。今、答

弁もあったけれども、台数が290台かもしれへ

んし310台かもしれへんしというときって、考

え方の一つとして、少ない目で入札、制限つ

きなのか一般競争なのか分からないですけれ

ども、入札を行って、後日足りない分を個別

発注したほうが、手間はかかるけれども単価

契約の意義そのものが分かりやすいというふ

うに思うんです。そういう考え方というのは

市にはあるのかどうか、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）先ほどからの単価

契約なんですけれども、例えば用品、ファイ

ルとか、これ常に事務用品として使うので、

いつ納入するか分からない、こういうものに

ついては単価で契約した上でその都度発注す

ると、こういうやり方というのが適切だとい

うのは分かると思うんですが、先ほどおっし

ゃられたように、例えば事務のパソコンを一

括である程度の台数、入替えのときに発注す

る。後に、台数がはっきり確定しないので追

加追加で発注すると、こういうようなケース

の場合は、単価が適切なのかどうかという判

断が明確ではないという、そういうご指摘だ

というふうな認識でございます。 

 その場合、確かに議員おっしゃられたよう

に、予定数量から大幅な乖離がないというよ

うなのが想定される場合は、総価契約で一旦

調達した上で、その契約後、調達品が不足だ

と、少なめにとおっしゃったと思うんですけ

ども、不足だというふうになった場合は、別

途見積りで、２段階で調達するというような

やり方をすることは可能だというふうには思

っております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）そういったほうが分か

りやすいのかなという一つの提案なので、そ

うしてくれというのでもないんですけれども、

もうタブレットならタブレットで、例えば、

例え話でいきますけれども、台数がようけ要

るとなった場合でも、例えば100台ずつとか、

もっと少なくてもええんやけど、小分けで発

注することも可能だというふうに考えていま

す。そうなったほうが市内業者が参加しやす

いんちゃうかなという考えもあります。 

 いきなり何百台ってなかなか市内業者は厳

しいし、県内でも厳しいかもしれへんという

のもあります。もっと言うたら、単価の部分

はいろいろ制約がつくにしても、市がその機

器、機材を見つけてきて、それをリース会社

を通して契約する、２段階契約というのもで

きるかと思います。そうすることで、経費の

平準化。 

 どっちが得かは分からないです。まとめて

買うほうが得かもしれへんし、リース契約の

ほうが得かもしれへんけれども、それはその

時々で変わるにしても、経費の平準化という

考えでいったら、こんな契約方法も考えられ

るんちゃうんかなと思うんですけれども、い
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かがですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）まず、小分けにし

たらというご提案を今頂いたと思うんですが、

市の発注の目的というのが経済的に有利なと

ころというのがやっぱり一番大きなところで

ございますので、小分けにして有利になると、

市内業者の育成という点もありますが、有利

だというような考え方ができるものであれば、

そういうやり方もできるかとは思います。 

 発注方法につきましては、限定販売ですと

か購入物の特性、それから調達の期間等を考

慮した上で、分割するのか一括で発注するの

か、それらについては決定したいというふう

には考えています。 

 それから、リースの件についてですけれど

も、市が直接的に契約を行わない物品の見積

り依頼を一旦行うことで見積り額を決定させ

てもらって、その見積り額をもってリースの

入札を行ってリース契約を締結するというこ

とは、現在も行っております。 

 以上です。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）ありがとうございます。

入札って実は機器・機材だけとかと違って、

それに付随する経費、アップデートとかセッ

トアップとか、パソコンとかタブレットやっ

たらそういうのもかかってきます。 

 前、令和になる頃に水道部局でちょろっと

ありましたやん。年号が変わるからというて、

当時契約してなくて、年号の変換をするのに

経費がかかったと。知り合いのＳＥ、名古屋

とか飯田でシステムをつくっている人に聞い

たら、普通その程度は契約に入れとくねんと

いうことは言われたんですけれども、今言い

たいのは、機器・機材は安うてもセットアッ

プに金かかるんやったら、セットでちゃんと

見とかんと後々損するんやけど、当時、水道

でもあったので、そう考えたら、今、橋本市

はその辺りもきっちりとチェックしてくれて

いるんですか。もしくは、今後、契約がある

としたら、チェックしていきますか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）議員がおっしゃら

れたように、いかなる契約においても仕様書

にしっかり明記しておくということが重要と

なるというふうに考えています。 

 現時点で、それができているかというと、

できているはずだという答えになりますが、

以後は必ずできるように、しっかりチェック

した上で進めていきたいなというふうに考え

ています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。 

 同等品申請なんやけれども、例えば、この

タブレットが仮に10万円としましょう、仮に。

その後、業者から７万円で同等品申請が上が

ってきたと。スペックも一緒、ＯＳも一緒、

何ならインチ数も一緒となってきた場合、一

旦、入札を取りやめて、再入札になるのかな、

その辺、大丈夫なのかなというのがあるんで

すけれども、こういうのって本来であれば担

当課の調査不足というのが最たるもんなんや

けれども、多分、橋本市ってどれだけの差、

例えば10万円のものが７万円、３割下がった

ら改めて入札するんやでとかという制度って

ない気がするんですけれども、そういった部

分はいかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）物品の入札に関し

ては、議員、今おっしゃられたように、担当

課で調達というところのルールになっておる、

そこが不明確なのではないかというところだ

と思います。 

 同等品の考え方についてなんですけれども、
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入札に付すべき調達品については、設計段階

では当然、十分精査しているところなんです

が、現在、性能が同等以上のもので定価等が

設計額から大幅に安価なものが申請されたと、

仮に10万円を設計額としておって５万円とか、

そういうような形で大幅に安価なものが同等

品としてあるというふうに申請されたという

ような場合は、入札の取りやめも視野に入れ

て対応してまいりたいと考えております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）その辺がちょっと今、

橋本市は分かりにくいんかなと。よそやった

ら、もう２割下がったら再入札やでと明文化

されているとこもあるので、そういった部分

もきっちり今後やっていったほうが、税金を

預かる身としては、より疑義を生じさせにく

いのかなというふうに感じています。よろし

くお願いいたします。 

 私が議員になってすぐの頃にも、見積り合

わせの一般質問、これは教育委員会宛てにし

たんですけれども、それ何でかと言うたら、

当時、教育委員会が見積り合わせが異常に多

くて、業者も困っていると。もっと言うたら、

送られていく封筒一つ一つ、これお金がかか

っています。送料がかかっています。 

 指名業者はそれが来たら、市へ書いて返信

するなり持っていくなりして、今度、見積り

合わせで現場行ってということをやります。

仮に２回か３回か続けて参加せえへんかった

ら、ペナルティとは言わんけれども、市から

参加する意思あるんかいという確認の連絡も

入るというふうに聞いています。 

 それだけでも十分、仕事量が増えているし、

もっともっと言うたら、ただでさえ当時から

教育委員会って残業時間が多かったと。仕事

を後ろに回せへんのはいいことなんやけれど

も、もっともっと気を遣って、例えば効率化、

この学校からこういう商品、見積りが上がっ

てきているけれども、ほかの学校ないかいう

て聞いたるだけで、その作業量を効率化でき

るんちゃうかなというふうに感じています。 

 ただ、最近また指名業者から「多いねん」

という声も、昔ほどではないにしても、同じ

ようなもの、そして納期を急がないものの見

積り合わせが多いというふうに聞いています。 

 こういった部分って、例えば行財政改革で

財政部局でチェックせいという内容でもない

と思うんです。これはやっぱり教育委員会が

チェックせなあかん。教育委員会は多いので、

教育委員会が悪いとか言うてるんじゃないで

す。 

 先ほど総務部長の答弁でもあったんやけど、

そんなんこそ単価契約できるんちゃうんかな

というものが多々あると思います。もし金額

に変更がしょっちゅうあるんやったら、３か

月、４か月に１回の単価契約でもええんかな

と思うんですけれども、教育委員会はそうい

う考えって、今どうですか。 

○議長（森下伸吾君）教育部長。 

○教育部長（堀畑明秀君）今、議員のおただ

しのところなんですけれども、教育委員会と

しましては、物品の見積り合わせ、入札につ

きまして、総務課の指導を仰いで取り組んで

おるところです。 

 そのように、単価契約が望ましいというふ

うなものがありましたら、そういうことも検

討していきたいと思っていますが、議員が先

ほどおっしゃっていただいたように、学校19

校分になりますので、教育委員会としまして

は上半期、下半期に学校から調査を行って、

２回に分けて業者のほうに見積りを出してい

きたいなというふうに思っています。 

 できるだけ職員の負担のかからないような

方法で、また、業者にもご迷惑をかけないよ

うな方法で取り組んでいきたいなと思ってお

りますので、ご理解のほどよろしくお願いし
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ます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）もちろん、職員は仕事

を後ろへ送ってもあかんけれども、業者もや

はり大変なんやと、一つ一つで時間割いてと

いうところは分かってほしい。やはり、それ

が直接時間外につながるんではないんでしょ

うけれども、そういったところもきっちりと

精査していかんと、ただでさえ時間外が多い

し、この後、時間外についてはまたほかの議

員が追及するかもしれへんけれども、きっち

りとやってください。よろしくお願いいたし

ます。 

 今までの答弁をずっと聞いてきて、私なり

に思うのは、やはりこれからもう一度、今も

契約のルールがあるのは知っているんですけ

れども、もう一度、誰が見ても分かるような

というのか、随意契約はこんなときなんやで、

単価契約はこんなときなんやでみたいなマニ

ュアルとか、誰が見ても分かる仕様書の書き

方とかというのを、この答弁を含めて総務に

は作っていっていただきたい。 

 やはり総務がルールなので、まずは総務を

通さんことには、これって誰が見ても明確に

ならんと思うんです。そういった部分で、総

務部局のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（森下伸吾君）総務部長。 

○総務部長（井上稔章君）現在も、先ほどお

っしゃられたように、公共調達及び契約マニ

ュアルというのがございまして、それに基づ

いて実施しておるところではございますが、

各課の考え方ですとか、前段から議員からご

質問いただいたとおり、同等品の考え方、単

価契約にするか否かの考え方、この辺りがち

ょっとあやふやになってきている、原課での

判断に任せているというようなところも見て

取れるという認識はいたしました。 

 これらをいま一度整理した上で、総務課が

しっかり主体となってマニュアル等を作った

上で、整理したことを各課にしっかり周知し

ていく、疑義が生じないような入札をしっか

りやっていく、こういうような方向で対応し

ていきたいと考えておりますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）それらができたら用い

て、いや、最近、多分、入札の勉強会という

のもあんまりやられてないんかなと思います

ので、そういった部分も含めて勉強会もやっ

てほしいと考えていますので、よろしくお願

いいたします。 

 １個目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、防

犯灯更新補助に対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）防犯灯更新

補助についてお答えします。 

 防犯灯の補助については、橋本市防犯灯Ｌ

ＥＤ化推進事業補助金交付要綱に基づき、平

成25年10月から平成30年３月までの間、既設

の防犯灯のＬＥＤ化への転換及びＬＥＤ防犯

灯を新設した区・自治会に対し、１灯につき

4,000円を上限とし、購入額の40％を補助する

事業を実施してきました。 

 一般的にＬＥＤ照明の寿命は４万時間とさ

れており、１日に10時間使用した場合、議員

おただしのとおり、約10年間で寿命を迎える

こととなり、先ほどの補助金を使って設置し

たＬＥＤ防犯灯については、寿命に達してい

るものもあります。 

 ＬＥＤ照明は寿命に達しても蛍光灯のよう

に突然つかなくなることはありませんが、初

期の明るさから70％まで落ちるとされており、

防犯灯としての照度推奨基準を満たさなくな

る可能性もあります。 
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 寿命を迎えるＬＥＤ防犯灯が増加してくる

ことから、更新に対する補助についても今後

検討してまいります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。 

 ８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）答弁ありがとうござい

ます。 

 これってもう各区長から声は届いています

よね。多分、議員にもかなり声が届いている

と思うんやけれども、何で放りっ放しなのと

いうのが一番気になっとんです、まずもって。 

 恐らく、区長に聞いても、いや、もう市に

も話してあるよと言うんやけど、返事全くな

いねんというようなことを言われるんやけれ

ども、そういった部分って今、課の中で検討

されとるんですか、いかがですか。これから

検討ですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）地域担当職

員が地域の区長会に出まして、その会議の中

でもお話を聞かせていただいたりですとか、

あと区長らからもお話を頂いているところで

あります。ただ、平成25年10月から始まった

ということで、ちょうど10年を経過したとこ

ろなんですけれども、この防犯灯の更新の件

につきましては、今後検討していくというと

ころで今は考えております。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）やっぱりそういう声が

届いて、うちらの、多分みんなのところにも

届いていると思うんです、そういった声とい

うのは。特に、昔はあんまりほら、電柱とか

やったら交換しやすいんやけれども、当時、

自分とこでポール立てて替えた防犯灯って、

当時はあんまり言わんかったかもしれへんけ

ど、今やっぱり安全という部分が言われるの

で、場合によったら足場を組んでとか高所作

業車というのが必要やと言われています。 

 実際、うちのまちの町内会の電気屋に聞い

てもそんなん言うんです。高所作業車は持っ

てへんから借りてきたら、やっぱり２万5,000

円から３万円かかると。かといって、持って

るところへ頼めやんでしょう、こういうのっ

て、交換って、普通に考えたら。そこを言い

たいんです。 

 これは区・自治会が交換するものやけど、

先ほど答弁でもあったけど、10年たったから

って急に暗なるものでもないですやん。11年、

12年もつものもあったら、というのもあるん

やけれども、やはり、区・自治会というのは

会員数が減ってきて、前も一般質問で先輩議

員がされていましたけれども、区・自治会自

体がもう危急存亡のときを迎えているんです。 

 そこで、これから検討していくんやと部長

は答えてくれましたけれども、ただただ機器

だけではなくて、それ以上にかかる、もし高

所作業車代がかかるのであれば、それ１個だ

けで区・自治会の会計というのはかなりきつ

いものになってきます。そういった部分も含

めて、検討はしていただけますか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず、市内

に、今、ＳＤＧｓ交付金の中に防犯灯の電気

代を交付しているところなんですが、その防

犯灯の台数が約7,800灯余りございます。それ

らが、つけた時期はいろいろかと思うんです

けれども、今後更新になっていくという上で、

議員おただしのとおり、つけにくい場所、高

所のところも当然出てくるかと思います。 

 今後、私どもが検討していく中では、いろ

いろそういう要件も加味しながら検討させて

いただきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）よろしくお願いいたし

ます。 



－131－ 

 10年前はやっぱりそういうところも検討材

料に入ってなかったと聞いとるんです、当時

は。だから、あくまで設置費用という部分で

40％の補助があったけども、時代が変わった

らやはりそういった部分にも目を向けていか

なならん。 

 特に、一気に来てくれたら割ったら安いん

やけど、１台ずつ、１週間後にまた交換せん

なんとかというのもありますので、一定の条

件、ルールはあるでしょうけれども、できる

だけ早い段階で検討して、まずは区長、自治

会長らにアナウンスして、慌てて替えるので

は、危険が伴うので替えらなあかんけれども、

じゃ、遡及しても替えられるのか、申請した

らお金もらえるのかというところも含めて検

討していただけますようお願いします。 

 二つ目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、イ

ンターンシップ制度に対する答弁を求めます。 

 総合政策部長。 

〔総合政策部長（土井加奈子君）登壇〕 

○総合政策部長（土井加奈子君）インターン

シップ制度についてお答えします。 

 まず、一点目の、入職３年以内の離職率及

び主な理由については、平成31年度から令和

３年度までに新規採用した職員35人のうち、

採用日から３年以内に退職した職員は３人で、

３年後の離職率の平均は8.6％となっていま

す。主な離職理由はライフステージの変化や

健康上の理由などです。 

 二点目の、インターンシップ制度を活用し、

橋本市役所の仕事を伝え、多くの学生に選ば

れる自治体をめざすべきについては、インタ

ーンシップ制度は新卒採用の採用活動として

一定の成果を上げると見込まれています。 

 しかし、内閣府の令和５年版高齢社会白書

によると、生産年齢人口は令和４年時点で

7,421万人ですが、令和12年には7,076万人、

令和32年には5,540万人になると推計されて

おり、減少傾向が顕著となっています。 

 このような中、人材確保が困難化している

現在において、学生に絞った採用活動だけで

は非常に厳しい状況にあります。そのため、

本市では令和５年度から受験年齢を39歳まで

引き上げ、転職者層も採用ターゲットに含め

ています。 

 本市の採用活動としては、市のホームペー

ジなどでの職員インタビューの掲載のほか、

採用説明会などを実施しています。 

 昨年度、インターンシップの実施について

検討するため、実際にインターンシップを実

施している自治体に現状を確認したところ、

その自治体ではインターンシップの効果を感

じられない状況であり、職場の人的リソース

を奪ってしまうことから中止を検討している

ということを伺いました。 

 本市の職場の現状を踏まえると同様の状況

が懸念されるため、職場見学が短期型インタ

ーンシップにもあたるものとして令和５年度

から実施し、希望者を随時受け入れています。

職場見学は１回につき二、三時間程度で、業

務の説明や職場への案内、質疑応答などを実

施しています。 

 令和５年度に実施した採用説明会には累計

で130名以上、職場見学には40名以上の方が参

加されています。参加者の中から本市の採用

試験を受験された方もおり、その成果を実感

しているところです。 

 今後も、本市の現状を踏まえ、選ばれる自

治体をめざし、最も効率的な施策に注力でき

るよう検討していきたいと考えています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君、再質問

ありますか。 

 ８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）実際、今、人を取ると

いうのか、採用するにつけて考えられるのが、
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コミュ力だけ強うてもあかんし勉強だけでき

てもあかんしというのは一般的に言われてい

ます。実際、私もいろんなところで情報収集

していく中で、やっぱり仮面浪人的に、例え

ば市役所や役場に勤めていて、その後、１年、

２年後に県庁に受かったからとかという人も

一定数おるというふうに聞いています。 

 これは、でも普通のことなのかなというふ

うに思うんです。多分、僕らもそうやったん

やけど、大学に入って１年目って、もう一個

上をめざそうとかってやっていたし、私はせ

えへんかったけど、３年から４年上がるとき

に、もう一個上の大学の大学院へ行って学歴

ロンダしようかなと思った人も結構おるんち

ゃうかなというふうに思っています。 

 ある大学の教授の話なんやけど、インター

ンはある意味、事前面接やと。本試験では理

論武装してきてがちがちで来るけれども、５

日ぐらいの短期のインターンやったら本音が

ぽろぽろもれることもあると。その人が県以

上志望なのかその市に行きたいかというのも

もれることがあるんやでというふうに聞いて

います。そうなった場合に、橋本市は今やら

ない方向っぽいですけれども、あったほうが

より市のためになるんじゃないかというのが

私の考えです。 

 知り合いの、今、公務員をやっている子に

も聞きました。彼は大学当時、学校にインタ

ーンの案内が来てて、就職課を通じて行くと

いうところやったらしいです。本人が言うに

は、Ｆランやったから変な人を送られへんと

いうことで学内選考があったというけど、決

してそんな学校ではないです。 

 その彼は、実際は観光部局とかにも配置さ

れて、新たなイベントを立ち上げるというこ

とで会議にも出席したと。そのとき言われた

のが、何も知らん人の意見が欲しいから、ど

んどん意見出せというふうに言ってくれたと。

物事がゼロからつくられているところを経験

したと言うてます。 

 先ほどの部長の答弁に再質問なんやけど、

調べた自治体でインターシップは効果が薄い

的な話やったけど、どういった部分が効果が

薄いというお話で聞いたんかな。ただただ薄

いというだけじゃなくて、これこれこういう

理由で薄かったというのがあったかと思うん

やけど、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）まず、やは

り、先ほど壇上でもお答えしたとおり、職場

の人的なリソースというのがまずは一番課題

であるのかなと思います。 

 実は、インターンシップとは直接的な関係

はないかもしれないんですけれども、橋本市

も先日というか年末ぐらいに職場体験のリク

エストをある高校から受けまして、いろんな

各部長に、どこか受け入れてもらえるところ

というのを探しました。タイトだったことや

ら、それから日にちが指定されていたこと、

そういうこともありまして、なかなかたくさ

んの職場で受け入れさせていただくことがで

きなかったんですけれども、そういったこと

も橋本市の現状かなとは思っております。 

 本市でさせていただいている職場見学のほ

うなんですけれども、そちらのほうは時間的

には二、三時間で短いとは思うんですけれど

も、いろんな職場を見学してもらえるという

ところでのメリットというところはあるかと

思いますので、今はそういう方向で進めさせ

ていただいているところでございます。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）分かります。実際、分

かります、それも。ただ、私が近隣の自治体

とか、もうすぐ近くの市とかに聞いたら、い

や、人を割いてでもやる価値はあると。でき

るだけその人の希望に合わせて、曜日、日程
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の変更はあるにせよ受けていますというとこ

ろもあれば、隣の隣の隣の奈良県へ向いて行

った市ぐらいは、４月から積極的にインター

ンをやっていくというんです。 

 何でなのと聞いたら、今、公務員の試験を

受ける人が減っていると。これは単純に母数

が減っている、少子化によって母数が減って

いるというのがまず一つ。どうしても公務員

試験というのは遅いんです、結果が出るのっ

て。民間が決まってからになるので、潰しが

利かへんというんかな、場合によったら就職

浪人せんなんというのが一つ。 

 あとは、根本的に民間企業が結構、何とい

うんやろ、待遇がようなってきたというのも

あって、人気が減っているというのも、新聞

報道なんかでは言われているし、実際聞いた

ら、そういう人事を司っている課の方も言う

ていました。そんなんがあるからこそ、人を

割いてでもやっていかなあかんのやと。人材

確保ができやんのやという部分も言われてい

ました。 

 じゃ、どういったところで確保の努力をし

ているのと言うたら、職員の仕事についての

まず情報発信。これは橋本市はやってくれて

います。２番目にインターンシップ。逆に学

生は何を求めているのか、情報を集めます。

三つ目に社会人枠。先ほど答弁ありました。 

 一番はまず市が新たに取りたい、それが新

採なのか社会人枠なのかは別として、伝える

力が必要や、情報発信が必要やと言うていま

す。そうしないと、競争に負けんねんと。将

来、10年、20年後の職員を取る競争に負けて

しまうというふうに言うてました。 

 再質問になるんですけれども、じゃ、先ほ

ど部長は１日の職場体験的なやつで賄ってい

こうと、それは全然理解できます。実際、様々

な自治体を見ていったら、だいたい12月から

１月に春休みの１日体験の募集をやっていま

す。それを、その次に夏休みの短期のインタ

ーンシップ、５日程度につなげていくという

流れなんですけれども、実際、橋本市ってこ

の春休み、これは大学２年から３年生に上が

る人が中心になるかと思うんですけれども、

それはやるんですか。ちょっと情報的に私は

持っていないので。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）今、本市で

行っている職場見学については随時というこ

となので、ＰＲとしてはホームページであっ

たり本市のＬＩＮＥであったりというところ

なんですけれども、随時募集しているという

ことで、特に春休みですとかに限ってしてい

るということはございません。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）結構やっている自治体

増えてきているので、その辺も競争なので、

やっぱり橋本市にすばらしい職員が増えたら、

これ市民のプラスに絶対なりますから。 

 ということで、ホームページ、どこに載っ

ているかというのも分からんし、ＬＩＮＥも

自分ちょっと、入っとるし見とるけど、あん

まり来えけへんなというのがあるんやけど、

実際、今、ＬＩＮＥでもと言われたんですけ

れども、新卒予定者ってどれぐらい登録され

ているかって分かっとんですか。もし分かっ

たら。分からんのやったら構えへんで。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）なかなか、

新卒予定者がＬＩＮＥなどに登録されている

というところは数としては持ってないんです

けれども、私どもの、ホームページで例えば

見ましたという、受験しに来てくれる学生な

どには、やはりホームページで見たという学

生が多くおられます。 

 ホームページにつきましては、昨年12月ま

ではホームページに採用情報を集約していた
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んですけれども、現在は官公庁の採用に強み

を持つパブリックコネクト社のプラットフォ

ームを利用して、職場見学会を含めた採用情

報を発信していただいているというところに

なります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）それ分かりにくくない

ですか。ホームページから。すぐ飛べるの。

もっとトップに持ってきたらいいと思ってい

る側なので、そういう意味で。 

 いろいろ話を聞いたら、大学に今いろいろ

やっていると言うんやけど、どこやったんと

言うたら和歌山大学だけとか、何でそんな偏

るんやろうというのがすごいあるんです。 

 情報発信って、見てもらって初めて情報発

信やないですか。となったら、もっともっと

どこかに打ち出していかんと、近隣の自治体

競争でも負けてしまって、結果、市民にプラ

スにならんかったらあかんので、そういった

部分でもうちょっと考えられませんか。もっ

と分かりやすく、見えるように。ＬＩＮＥへ

集約するやったら集約するで全然オーケーな

んやけれども、もっと分かりやすくできやん

かなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ＬＩＮＥに

関しては、しょっちゅうさせていただいてい

るというわけではないんですけれども、職場

見学や採用情報について、採用試験をさせて

いただく前などについては特に流させていた

だいています。 

 詳細はこちらというところをクリックとい

うか押してもらったら、先ほどのパブリック

コネクト社につながりまして、例えば職場見

学の案内であったりとかというところにも案

内させていただいているところです。 

 それから、またインターンシップとは少し

違うんですけれども、直接大学のほうに、数

は少ないかもしれないんですけれども、ある

職種によっては直接大学のほうなどに出向か

せていただきまして、アプローチさせていた

だいているところです。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）一般職については今の

ところ、結構去年も来ているというけど、も

しかしたら、それが今、ハイかもしれないん

です。子どもは減っていきますから。なかな

か社会人枠、中途採用というても、もちろん

相手の企業もあることですから、好き勝手に、

むやみやたらに取れるわけでもないとなった

場合に、やはり必要なのは、いかに学生が来

てもらえるように、職員の声とかも上げてい

ただいていますけれども、それをもっともっ

と見えるようにしていかんことには様々な人

材って集められないのかなというふうに思っ

ています。 

 ツイッターなんかでも私、登録して見せて

もらっているんやけど、インプレッションが

非常に少ないんです。ええんかなという。五、

六十件しかないんちゃうん、見た人って。で

も、ツイッターのＱＲコードを渡されて、橋

本市の。 

 そういったのも、ちゃんと使うんなら使う、

やめるんならやめるという判断もやっていか

んことには、どこかに集中させることも必要

なのかなと思うんですけれども、その辺いか

がですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）ＰＲの方法

については５年度からちょっと見直したとこ

ろでございまして、その様子を見ながら、よ

りよいＰＲ方法を考えていかないといけない

と思っているところです。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）そうやな、まだ１年た

っていないさかいな、というのもあるけど、
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せっかくなので使えるものを全部使って、要

は、すばらしい候補者、橋本市に入りたい人

がいっぱいおることが橋本市の市民のプラス

につながるというふうに考えていますので。 

 ツイッターと言うたけど、旧ツイッター、

Ｘやな。訂正しておいてください。お願いし

ます。 

 もう一個、確認だけさせてください。今、

採用方法、試験の方法なんですけれども、昔

は県下で統一でやっとったけど、今、橋本市

独自でやっていますやん。というたら、自治

体同士の併願もできるようになりました。そ

の場合に県内の自治体とか、よそも聞いても、

仮に５人取ると仮定しましょう。でも、５人

目は微妙やなというときは取れへんという自

治体も結構あるんです。改めて再試験する。 

 もちろん、再試験することで手間、お金は

かかりますけれども、やはり将来の橋本市を

担ってもらう職員を育てるには、そんな妥協

しとったらあかんのや、よその自治体は、う

ちのまちの職員を育てるには妥協しとったら

あかんのやというようなことを言うんですけ

れども、今、橋本市というのは、受けている

人数も結構多いですけれども、もし今後、仮

に、微妙なラインって言葉は悪いけど、ちょ

っと悩むなというところのラインの人がおっ

た場合って、追加募集するとか、そういう考

えもお持ちですか。 

○議長（森下伸吾君）総合政策部長。 

○総合政策部長（土井加奈子君）採用基準に

満たなかった方につきましてはやはり合格と

せずに、また再度募集することとしています。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君。 

○８番（田中博晃君）よろしくお願いします。 

 いろいろ聞いとったら、昔はあったという

ふうにも聞くこともあったので、ぎりぎりや

から、まあええかという的に取ったというの

もあったと聞いたので、やはりこれからはそ

うも言ってられへん。 

 でも、人は減っている、新規採用のほうも

減っている、もう母数が根本的に減っている

中で橋本市をいかに選んでもらえるかという

のが大事なので、その辺よろしくお願いしま

す。もう終わりますから、質問はもうしませ

んから。 

 今回、橋本市もインターン、私の思ってい

る、せめて５日ぐらいのインターンというの

はせえへんということやったんやけど、やは

り私は、今後これだけ少子化が言われてきた

中で、人材確保、橋本市の将来を担っていく

人、職員をつくっていくためには、インター

ンをしたほうがええんかなと思っているほう

の考え方です。 

 実際、子どもが減ってきている中で、全体

的に見れば、日本全部で見たら公務員試験の

倍率は下がっています。もちろん地域によっ

たら上がっているところもあるんですけども、

押しなべて見たら倍率も下がっているんやけ

れども、人気は低うても、うちを選んでもら

ったらええやん。橋本市は橋本市の考え方、

橋本市にマッチした人をどんどんどんどん確

保していくことで、それが市民のプラスにな

ってきているはずやと。 

 さらに、もっと言うたら、親も大変。民間

企業って親向けの面接ももうやってますやん。

うちの会社こんなんやねんと言うて。何でか

と言ったら、「親が行くなと言うから」という

のが増えてきている現状もある。となったら、

将来、橋本市もそんなんすら考えていかなあ

かん時代なんかなと。今までやってきたのが

通用せえへん時代になっているよね。 

 だから、そういうところも含めて、やっぱ

り市民にとってプラスになる人材の確保だけ

お願いしたいと思います。 

 終わります。 

○議長（森下伸吾君）８番 田中君の一般質



－136－ 

問は終わりました。 

 この際、10時40分まで休憩いたします。 

（午前10時27分 休憩） 

                     

（午前10時40分 再開） 

○議長（森下伸吾君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番15、９番 堀内君。 

〔９番（堀内和久君）登壇〕 

○９番（堀内和久君）どうも。よろしくお願

いします。皆さん、改めまして、こんにちは。

傍聴席の皆さま、こんにちは。いつもどおり、

私を見に来たわけではないのは分かっとるん

ですけども、明るく何とかやっていきたいと

思います。 

 昨日の岡本喜好議員の一般質問、大変勉強

になりまして、答弁する財政課長もなかなか

すばらしい切り口で、こういった議論ができ

るような議員になりたいなと思って13年、１

年で逆転されてしまいまして、また追いつけ

るように頑張りたいと思います。 

 私、岡本喜好議員より、年でいうと１期上、

昭和51年生まれ、辰年、ＡＢ型で乙女座でご

ざいます。ネクタイだけでも僕も明るくしよ

うと思って、柿色は僕あんまり持ってないの

で、４年に１回しか使わない1,000円のネクタ

イを。ほんなら、田中議員も同じことを考え

ていて、ちょっと黄色のカラフルなネクタイ

をしていて、田中議員は誰も気づいてくれな

いでしょうが、僕はちょっと目立っていて、

皆さんから気づいていただきまして、ありが

とうございます。そんなんで、一生懸命頑張

らせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 少しだけ冒頭でお話ししておきたいことが

あります。少し前に近くの飲食店で、ぼやと

いうか火事がありまして、通りかかった人が

たまたま消防職員なんですけども、それを見

つけて、隣に住んでいる家をピンポン鳴らし

て教えていただいて、大きな火事が小規模に

なったというか、大難が小難になった、無難

になった。 

 すばらしい、勇気ある行動、偶然、必然と

いうたら偶然なんですけども、勇気を出して

行ってくれた。当然、消防職員なんで、すば

らしいですけども、やはりそのときその瞬間、

勇気を持って行ける、やっぱり日頃の鍛錬と、

やはり日本一の消防職員だなと。橋本市の消

防職員はやっぱりすばらしいと。 

 市長はもちろんのこと、議長からも表彰で

あったりとか、ちょっと、やっぱりそういう

手柄というか、そういう何か貢献してくれた

人、救ってくれた人をたたえるような橋本市

であってほしいと思います。 

 そこからは偉い方にお任せしたいと思いま

す。早くぴりっ子ラーメンが食べたいと、そ

ういうふうに思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、質問させて

いただきます。 

 大きく三つございます。 

 本市の備蓄計画について。 

 今回、危機管理監の答弁がかなり多いタイ

ミングです。できるだけかわして端的にいき

たいと思いますので、ちょっと重なった部分

は申し訳ありませんが、よろしくお願いしま

す。 

 シンプルに、本市の備蓄率と、備蓄商品に

ついて購入について、基準についてお伺いい

たします。 

 二つ目、農業振興条例について。 

 農業振興条例について、前の決算委員会等

で質疑をさせていただいて、使い道や目標に

理解できない部分がありました。改善を議論

して、今議会に上げられている来年度当初予
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算にどのように反映するのか、また、農業者

やその関係者のためにあるべきはずの、ふる

さと納税利活用からの産業振興基金の重みに

ついてどうお考えかを伺います。 

 三つ目。これは３年前に今田教育長が着任

されたときに、教育長のビジョンについてお

伺いいたしました。そして、ナンバーツーと

して、現教育長に就任された今田教育長に述

べていただいたビジョンからの成果をお伺い

したいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の質問項

目１、本市の備蓄計画に対する答弁を求めま

す。 

 危機管理監。 

〔危機管理監（廣畑 浩君）登壇〕 

○危機管理監（廣畑 浩君）本市の備蓄計画

についてお答えします。 

 本市の災害時の備えとして備蓄している食

料等の備蓄については、６番議員、10番議員、

15番議員、16番議員の質問でお答えしたとお

り、橋本市災害備蓄計画を基に進めており、

商品購入の基準についても同計画で基準を定

めています。 

 購入基準については、例えば、賞味期限の

ある飲料水や食料のほか、生理用品のように

使用期限を設けることが推奨される品目につ

いては、期限が切れる１年以内をめどに計画

的に入れ替えています。また、備蓄品の購入

時期は年度末に近い納品とし、品目ごとに原

則年に１回の発注としています。 

 今後とも、備蓄については、自助・共助を

基本としつつ、生活必需品及び応急対策に必

要な資機材それぞれに目標達成年度を定めた

上で、迅速かつ計画的に進めていきます。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）お疲れのところ申し訳

ございません。よろしくお願います。今議会

は質問者が多い中で重ならないようにという

ふうに申し上げましたので、できるだけ努力

します。 

 先ほどの田中議員も、入札の関係でいい感

じのやり取りがあったので、それも参考にな

ったんですけども、災害備蓄計画で必要な商

品を選ぶというふうにご答弁いただいとると

思うんですけど、商品を選ぶ基準というのは

どのようになっていますか。どのようなこと

を意識されていますか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）先ほどもお答え

しましたとおり、災害時の備蓄計画というも

のがございます。その中で、基本的には食料、

それから先ほど言った生理用品であるとかそ

ういった品目の中で、できるだけ年数の長く

取れるもの、そういうものが確認できないも

のであるならば、食料だったら５年という基

準があるんですけれども、そういう基準がち

ょっとないようなものに関してはできるだけ

長く取り入れるというふうなことで考えてお

ります。 

 それから、単価につきましては、流通して

いる、例えばネット価格であるとかそういっ

たことを基準にするのではなくて、定価とい

うことが確定できるものを選んだ形で調達を

しております。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。 

 答弁のとおりやっていただいていると思う

ので、裏方というか室長をはじめ危機管理室

の職員の皆さんは割と端的に動いとる、無駄

なく、そつなく、何かあったときはやってい

ただける体制を構築しとるのも感じます。 

 今回一番伺いたいのは入札なんですけども、

入札というか商品を選ぶことの延長上にある
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入札なんですけども、その辺の、商品を知る

ことということかな、完璧やと言いながらち

ょっときついことを言うんですけど、商品を

知るということ。先ほど答弁にあったように、

定価の分かるものとかやったら掛け率とか、

当然、入札なので利益率とか、技術屋の観点

でいうと、水道、建設部長やったら虎の巻が

あるわけですよね。 

 メーター単価が何ぼで県が何ぼでとか、こ

ういう、平米だいたい平均何ぼぐらいでとい

うのが、だいたい電卓をたたいたらというの

が、だいたい基本的な数字が出てきて、補助

金をもらうのに、国がどうたら県がどうたら

という議論になって、一定の金額が決まって

入札で８割とかで落ちて、差額を減額補正す

ると、こういうのが一番本来なんであろうと

思うんですけど、こういう事例のないところ

というのは、いろんな商品、いろんな多彩な

ものが出てきます。 

 当然、アレルギーにも配慮していただいて

いるので、その辺は感謝しとるんですけど、

商品を選ぶことイコール商品価値を知ること。

定価のないオープン価格のもの、これやっぱ

り若い子は今どきみんなネットを見ると思う

んです。ほな、やっぱりネットの価格と入札

の価格と、たくさん買い込んだときの値段の

価格というのはやっぱりずれるから、要は勉

強してほしいというお願いの一般質問なんで

す。その点についていかがですか。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）いろんな仕入れ

の仕方というのがございます。個人でやる場

合でしたら、できるだけ安くということがあ

ると思うんです。ただ、我々行政で税金を頂

戴した中で運用しておりますので、やっぱり、

よりよいもの、品質がまず重要であるという

ふうに思いますし、価格につきましてもでき

るだけ当然安く調達する、これが地方自治法

上の考え方、ルールでございます。 

 そうした中で入札であったりとか見積り合

わせ、そういった中でやっておるということ

でございまして、ただ、例えば定価があると

しましても、業者側の仕入価格とか取引量で

あるとか、仕入先の得意先、不得意先とか、

ちょっとその辺の程度の差がございますので、

個々に業者の状況まで把握した中でやってい

くというのは、ちょっとなかなか作業量的に

も難しい。裏のこともちょっと、裏というか

仕入れの水面下のこともちょっと分かりかね

る、情報がまずないという中で、私どもとす

れば、より多くの事業者に平等に見積りなり

入札にご参加いただける、こういった土俵を

まずは用意すると、そんなことが一番必要か

なと、そんな考え方でおります。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

頂きたかった答弁はそれだけです。 

 平等性と、やっぱり浅く広く考えて、どこ

からどない見られても透明性である。商品の

在庫を持っとったり、得意な分野、不得意な

分野ってあると思うんですけども、そういっ

たことをこれから勉強して、若い人らは賢い

と思うので、ある程度の形を構築していって

くれたらと思います。 

 今頂いた答弁でもう結構でございますので、

今後とも、ちょっと面倒くさい作業ではある

と思うんですけど、未来に対してのたすきと

して、ちょっと形をつくっていただけたらと

思いますので、要望というかお願いで、よろ

しくお願いします。 

 最後にちょっと、備蓄の商品の関連で、同

僚、先輩議員が今回、トイレの話。トイレも

備蓄になると思うので、トイレのトレーラー

とかそういう、先輩議員が緊急防災・減災事

業債を使って云々から始まって、最近はよそ

の自治体でも入っているよというのはあると
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思うんですけども、僕はもうちょっとコンパ

クトで、今日はユーチューブで振興公社の局

長がギロっと見てくれていると思うんですけ

ども、公社にはユニックというかクレーンと

いうか、あります、あれ市のものやと思うん

ですけども、あれクラスでコンテナハウスと

いうのが今、よくはやっていると思うんです。 

 ああいうのをちょっとつって持っていくだ

けで、トレーナーというと、後ろを外したら

ナンバープレートであったりいろんな法律、

国の法律であったり道路の法律が絡んでくる、

維持管理というたら車検もなってくる。 

 コンテナハウスやったら、後ろへ載せて運

べる。こういう利便性とかをやっぱり危機管

理の防災の人が商品を研究してほしいと。 

 体育館の空調とかやったら教育委員会と一

緒にというふうになると思うんですけど、

個々のものであれば、これはもう危機管理の

センスが問われるところやと思うので、値段

のことであったり補助金のことであったり、

こういうのどうですかという、１回視察でも

どうやろうとか、そういう話を１回考えてい

ただきたい。若い意見を集約して、ちょっと

形をつくっていただきたいという要望なんで

すけど、それに対してだけ答弁ください。 

 一つ目を終わります。 

○議長（森下伸吾君）危機管理監。 

○危機管理監（廣畑 浩君）ただ今のご質問

にお答えしたいと思います。 

 今回、北陸の、東北の震災でも、かなりあ

ちこちからトレーラートイレ、ああいったも

のが牽引という形で使われている、そんなふ

うな情報が多々入ってきております。 

 しかしながら、実際どういう使われ方をし

ているかといいますと、トレーラートイレと

いうのはだいたい延べで、大きいほうで1,200

回から1,500回ぐらい使えるというのが標準

的な使用頻度だそうです。 

 今、多く使われているのが、使用した後、

タンクがあって、処理したタンクがそこへ詰

まる。そのタンクがいっぱいになれば、一応

もうし尿の処理場へ持っていって抜く、ある

いはバキュームカーがそこへ行って抜き取る、

あるいは下水道が使えればそこへ流すという

ようなことでリセットしてということになる

んだそうですけれども、あいにく北陸のあの

現場では道路がああいった状況で、下水も使

えないと。 

 そんな状況で、もうすぐいっぱいになって

使えないトレーラーのトイレがもうあちこち

に点在すると、そんな状況が今回見られてお

るようです。 

 新しいトイレトレーラーというのは、もう

自分で汚物を処理できるような商品も出てき

ております。そんなプレゼンもちょっと受け

たこともありますし、いろんな形が出てきて

おりますし、今ありますのは、車輪があって、

シャシーがあって、その上にユニットが載っ

ている。そこへ使う段にはステップをかけて

登ってというのが一般的な今のシステムです。 

 となりますと、子どもであったり高齢者の

方、ちょっと自立で歩行するのが難しい方と

いうのはステップというのはなかなか難しい

ような実態もあったりします。それと、スロ

ープをつけたらいいんじゃないかとなるんで

すけど、こんな１ｍぐらいの高さまでスロー

プを上げるとなると、かなり大型なスロープ

が必要になります。ちょっとまだ、いろいろ

そういった面で、商品としてはいろいろ課題

もあるのかなというふうな感じでおります。 

 我々としましたら、ご提案あったように、

研究はどんどん進めて、将来的には、そんな

ものを購入できるような時期になれば購入も

考えていきたいなというふうに考えています。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目２、農

業振興条例に対する答弁を求めます。 
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 経済推進部長。 

〔経済推進部長（北岡慶久君）登壇〕 

○経済推進部長（北岡慶久君）農業振興条例

についてお答えします。 

 令和３年４月に農業及び農村の振興に関す

る施策の基本方針や支援施策を定め、農業者、

市民、行政などがそれぞれの立場で本市の農

業及び農村の振興に取り組み、健康で豊かな

市民生活の実現を図ることを目的として、橋

本市農業振興条例を施行しました。 

 基本方針として、多様な担い手の確保及び

育成、遊休農地の発生防止及び農地の有効利

用の推進、風水害や有害鳥獣被害などへの支

援、収益性の高い農業の推進などに取り組む

こととし、基本方針に基づく事業を実施する

農業者に対し補助金を交付する制度です。 

 令和３年度、４年度合わせて13の補助事業

メニューを創設しましたが、周知不足や農業

者のニーズと合っていないこともあり、補助

事業の活用状況は25％程度にとどまっていま

した。令和４年度に事業の見直しを行い、ま

た、制度の周知等をこれまで以上に行いまし

たが、活用状況は50％に届かない状況です。 

 令和６年度に向けて、農業委員会委員や農

業者、若手農家グループとの意見交換で出さ

れた意見を参考に、制度に反映させ、見直し

を図ることとしました。 

 令和６年度当初予算においても、被害が拡

大しているクビアカツヤカミキリへの対策と

して、桃、スモモ、梅などの生産果樹だけで

なく、桜、ハナモモなどのバラ科の樹木にも

寄生して枯死させる事案に対応するため、被

害拡大防止に伴う侵入防止対策に係る補助事

業の新設、また、令和５年６月豪雨による被

災農地及び施設復旧事業を追加し、加えて、

近年の異常気象に伴う自然災害による被害を

受けた農業用ハウスの復旧用資材購入費への

補助事業を新設し、被害を受けた農業者の就

農意欲の維持につながるよう見直しを行い、

計上しているところです。 

 一方で、県補助事業の上乗せ補助として交

付していた紀州てまり等産地化事業、スマー

ト農業等導入事業については、県事業の見直

しがあるため、一旦、令和６年度事業から削

除するとともに、農業法人化事業、農産物加

工施設導入事業、産地化連携団体事業につき

ましては、令和６年度予算には計上していま

せん。 

 なお、令和２年度に新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用して創設

した農産物等インターネット販売促進事業及

び橋本ふるさと便事業については、今後も恒

常的に農業者を支援していくため、令和６年

度より農業振興条例関連補助金に編入し、予

算計上しています。 

 次に、ふるさと納税寄附金が原資である産

業振興基金の重みについてですが、ふるさと

納税は自分が生まれ育ったふるさとに貢献し

たい、好きなまちを応援したいという気持ち

を、寄附金という形にして自治体を応援する

仕組みとして創設された制度です。 

 寄附者の皆さまは自分の寄附金がどのよう

に使われるのかという点に関心を持たれてい

ますので、寄附者の思いも考え、産業振興基

金の重みを十分認識し、頂いた寄附金を確実

に産業振興につなげていくため、各種事業に

取り組んでいるところです。 

 農業分野では、令和２年度に新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

して農産物等インターネット販売促進事業を

創設し、農産物のインターネット販売を推進

しています。創設時にはインターネット販売

を手がける農業者はほんの僅かでしたが、産

業振興基金を活用して取り組んだ本年度は48

農業者がインターネット販売を活用しました。 

 また、本市と連携するインターネットモー
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ルでの販売実績は約１億8,000万円となり、農

家の販路は着実に広がっているとともに、個

人農家もネット販売で農産物が販売できると

いう自信とスキルを身につけることができて

いると考えます。 

 全国的に物価上昇が続く中、農産物の販売

収入は低下したまま上がらず、農業者が生計

を維持していくことがますます困難となって

くる中、産業振興基金は農家が自ら販路を築

いていくために非常に貴重な財源であると考

えています。 

 また、産業振興基金事業補助金として、新

商品開発や販路開拓などに取り組む事業者を

支援しており、新商品開発では令和４年度ま

でに45件の事業が採択され、これら新商品は

新たにふるさと納税の返礼品として登録する

よう推奨しています。 

 併せて地場産品のプロモーション事業を実

施し、新商品など本市産品の認知度向上やフ

ァン獲得に取り組むことで、農業者を含めた

返礼品事業者の販路拡大につながっていると

ともに、ふるさと納税の寄附拡充により、将

来の事業者支援やプロモーション事業の財源

確保につながる好循環も生まれています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）北岡部長におかれまし

ては、今までかんかんがくがく、一般質問で

千本ノックを頂いたと思います。ありがとう

ございました。 

 順番が逆なんですけども、まず、一番最初

に聞きたいのはふるさと納税の重みの部分、

けつからいきます。重みについて当然、丁寧

に応えらなあかん、当たり前だと思うんです

けども、貴重な財源というのを理解してくれ

ているということなんですけども、販路開拓

とかそういうところは条例に編入してきて、

うまいこといっとるところは残して、条例の

中に入れてというふうなイメージを持ってし

まいます。 

 もともとポケットマルシェとかふるさと便

というのは、コロナの補助金を使って、財源

が橋本市の分がゼロで、手数料、職員の給料

というのはあるんですけど、市長賞をもらえ

るぐらいのアイデアという位置づけの方がい

ててやっとるんであって、条例に入る入らん

というのは私はどちらでもいい話です。 

 農業振興条例ができたときからどうなっと

るかといったら、販路の話ばかりじゃなくて、

うまいこといっとる、コミュニケーション取

れとる、プロモーションがどうのではなくて、

新商品開発とか一次産業のところにも同じぐ

らい税金投入して、同じようにしてあげない

と、販路ばっかりやっても、でも、作っても

販路がなかったらあかん。 

 卵が先か鶏が先かという議論になるんです

けど、この重みについてというのが、やっぱ

り理解ができている、しようとしているつも

りだろうと思うんですけども、当局、経済推

進部、農林振興課の中でも、係の中でも温度

差があり、動きが遅い。ＰＤＣＡサイクルで

かみ合っていないと思ったから、これを決算

で問うて、次の予算にはどないなるかという

ことを教えてくださいねという約束をしたに

もかかわらず報告がなかったので、一般質問

せなあかんようになっとるということを分か

っていただきたいんです。 

 早い話、仕事してないやんということなん

です。つくったときはよかったと思うんです。

そこの反省がなかったら僕は次のステップに

行けれへんと思うんですけど、この辺につい

て端的にご意見いただけますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）議員の厳しい

ご指摘は謙虚に承りたいなと思っています。 
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 ただ、職員もこの限られた体制の中で、本

当に一生懸命、農家の方の声を聴き、市民の

方のいろんな要望に応えるよう努力してきた

ということは、私自身もそばでいてて、すご

く感じていてるところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ちょっと話がそれるん

ですけども、それが正しい答えやと思います

し、僕のイメージも正しいイメージやと思い

ます。結果がどうなっとんよとなったときに、

この間だからかんかんがくがく教育部長とや

りましたけども、時間外に対しての請求の目

標、これだけ時間外がいくであろうという目

標に対して何％上回っとる、時間外がいっぱ

いいっとる、１人に固まっとる職員がおるん

とちゃうのという話になるんです。 

 しんどなって病院に行かなあかんようにな

ったり、抜けられてからの穴のほうがしんど

いのに、そんならその所属長は、判こを押す

所属長は何を見てたのと。頑張っとるはずや

ったら、なぜそこが見えないの、なぜ助けな

いの、なぜみんなで分担しないのという話に

なるじゃないですか。 

 教育委員会と同じ。数字はうそを言いませ

ん。教育委員会が一番オーバーワークです。

２番目が経済推進部です。そこにメスを入れ

るのが、定員の数を持っとる財政課なんでし

ょうという話になってくるんです。 

 だから、もうマイナスなことを言わずに、

来年の当初予算からちゃんとしてくれたらえ

えという一般質問をしとるんであって、やっ

ぱりそこがまずいと思うんです。１人の職員、

ようできる職員やというたら格好ええけども、

１人に負担がかかっとるからしんどなるんで

す。 

 教育委員会は何か、僕なんかの野党議員の

意見を聞いてくれて、次、人が増えるかもし

れへんみたいな。いやいや、別に与党、野党

とか言うとるんとちゃいますよ。扱いが結構、

僕はあれなので。 

 でも、何というんかな、思いやりを持って

接しとるのは、360度、職員が大事におってほ

しいと。やっぱり新しい、若い、生きのいい

職員に入っていってほしい、長いこと続いて

ほしい。言うたら、市長や議員というのは４

年任期で、トップに立つ人間は変わっていく、

議場に出られる部長級も何年かで変わってい

くけども、いずれは、誰が上におっても橋本

市民を思いやる気持ちで公務員というのはお

ってほしい。 

 若い人もだんだん、離職率も多いし、そう

いったしんどいのが原因になっとるんかな、

魅力ないのかなと、いつもみんな、それぞれ

はてなマークがあると思うんです。ここにメ

スを入れることがまず一番。 

 その次に、農業振興条例をうたうのであれ

ば、感謝される条例であってほしい、必要と

される条例であってほしいというのから僕は

一般質問をしとるだけであって。 

 若手グループとか、その見直しを立てた来

年度の予算なんですけども、どれだけ改善し

たかというのは、次の決算になってみないと

分からない。だから、正直な話、何かメスを

入れたと言うんやったら、それを信じたいと

思います。ただ、若手グループどうのこうの、

ヒアリングしたとか、総務経済委員会でも若

い農業者とヒアリングしたと。じゃ、その頂

いた話、要望がちゃんと条例に反映されてい

るのか否かというのは、今聞けると思うんで

す。 

 時間がないので単刀直入に言うんですけど、

ビニールハウスの補助、復旧とか当時なかっ

たやつがある、これはありやと思います。あ

と機械化、オートメーション化、こういうの

も外したらあかん。もう一回見直してほしい

と思います。 
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 今一番、僕が言いたいのが、ちょっと時間

ないので、消防長にいくかもと言うとったん

ですけども、野焼きとか、何で野焼きするか

といったら、僕ら、はたごんぼを作っている

とこらの上のほうはよく煙が出ていますよね。

消防に事前に電話するんです、ちょっと燃や

します、枝を燃やしますと。代々もう何十年

も伝わってきとることです。 

 でも、線路より、南海高野線より下の人と

いうのは、家とか風向きによっては、たまに

警察へ通報されたりとか、実際あるんです。

そこの平等性を担保するために、イコール、

生ごみに例えると、田舎やったら芋の皮をち

ょっと畑へ放れるんです、都会やったら、生

ごみの処理機に補助を出しているんでしょう

と。それと同じことを言いたいんです。 

 言うたら、今、農協でレンタル一番人気が

あるのか、枝のシュレッダーというか何とい

うんかな、そういうのが若い人は欲しいとず

っと言うてるけども、農業振興条例のメニュ

ーに入っていない。橋本市が購入して貸して

あげたらええやないの。これをずっと２年ほ

ど言うてきとるのに、農林振興課は聞く耳も

持たない。 

 ここについて、僕は少し怒りを覚えるんで

す。ここについては必要なメニューであると

いう認識というのはないですか。もしくは、

議論というのはなかったんですか。お答えい

ただけますか。 

○議長（森下伸吾君）経済推進部長。 

○経済推進部長（北岡慶久君）農家の人から

の具体的な要望というのが、職員が本当にち

ゃんとつかみ切れているかどうかというとこ

ろでいうと、本当に、個々農家の方の意見を

吸い上げられてないという状況が確かにある

のではないかなというふうに思っています。 

 時間外の話が先ほどありましたが、農林振

興課、例えば１月末で全体で3,360時間ぐらい

なんですが、議員がおただしのある、農業振

興条例を、本当に新規就農者も含めて、いろ

いろ意見を聞かなければならない職員の係で、

その半分以上が時間外をしているというよう

な状況です。 

 制度的に国や県からいろんな、農業関係に

ついては見直し等も図られている中で、実際、

農家の人から直接意見を聞いたりというよう

な、いろんな相談する時間が本当にきっちり

と持てていないという、そういう状況が続い

ているんじゃないかなというふうに思ってい

ます。 

 経済推進部全体として連携を意識している

状況の中で、ワークシェアというのがきっち

りできていないということは私自身の責任で

あると思いますし、個々、議員がおただしい

ただいたそういった意見もきっちりと踏まえ

て予算に反映する、制度の見直しを具体的に

していくというようなことも含めて、やはり

時間を取って議論するということが必要だと

いうふうに思っています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）よき答弁だと思います

ので、これ以上は申し上げることはないと思

います。やっぱり見直し、条例をつくるとき

は議会の議決が要ると思うんですけども、規

約であったりとか、利用率が悪かったら、も

う部と課の中で、市長の了解もらえれば、や

っちゃってください。使えへん条例を持っと

ってもしゃあないでしょう。条例というか、

補助金。 

 だから、使えて、感謝してくれて、さらに

生産量が上がって、ほんで販路開拓に寄与し

とるというサイクルがいくように。ほんで、

やっぱりそこには橋本市の農業の課は支援し

てくれとる、私らのことを見てくれとる、も

っと頑張るんやと。 

 ほんなら、産業振興課がふるさと納税を頑
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張って上げています、４億円、５億円、６億

円と言っています。彼らはすごい頑張ってい

ると思います。８億円を次めざすんやとなっ

たら、その目標、そのうそが本当になるぐら

い頑張っとると思う。僕はそんなん８億円は

いくはずないと思っていますけど、いくかも

しれない。それだけの汗はかいています。ほ

んだら、頂いたお金の重みというのは分かる

でしょうという話。 

 あとは、一次産業を支えている人たちが何

を必要としとるかを考えていただきたい。ほ

んで、やっぱり形にしていただきたい。その

辺だけちょっとお約束いただけたら。 

 あともう一個言うときたいんですけど、一

次産業という言葉を僕は出したので、土壌改

良かて毎年出す補助金じゃないと思うんです。

だから、総務経済委員会もヒアリングした、

僕らも地元でヒアリングした。僕らも市民の

代表なので、僕らもその声を上げてきとるん

で、全部にヒアリングして話がいかなくても、

上手に使ってくれたらええんです。コンシェ

ルジュですわ、私らも。 

 その辺を上手に使って、改革というのを次

の部長に託していただきたいと。その辺を答

弁いただいて、もう今日はこの辺にしておき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森下伸吾君）市長。 

○市長（平木哲朗君）堀内議員の質問にお答

えします。 

 農業振興条例のメインは農家所得を上げる

というところに実は焦点を置いています。そ

うしないと、土地を広げてもやってくれる人

がいてなかったら駄目なので、そういうとこ

ろも考えていますし、こういう、ふるさと納

税によって産業振興基金を使って、ある意味

ここに予算を入れて、ここで本来使うお金を

福祉であったり子育て支援に使えるという意

味では、本当に重要な予算だと考えています。 

 これからも産業振興課と農林振興課も協力

して、合体した事業も進めていきたいと思い

ますし、できるだけ農家の皆さんの意見も聞

きながら進めていくのと、どうしても必要な

予算が要るとなれば、農業振興条例に限って

は補正予算で対応できるように、ちょっとい

ろんな、今回見直せというたんですけど全く

いいのが出てこなかったので、私の思いがち

ょっと入った予算になっていますけど、その

対応は補正なり、これはどうしてもやりたい

んやという農家から上がってきたら、その対

応をしていきたいというふうに考えています。 

 ちょっと今まで以上に、予算の使い方につ

いても柔軟にしていくようにという話を既に

しておりますので、そういう対応をしていき

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）市長じきじきにありが

とうございます。まさしく私の言いたかった

のはそれです。 

 それが２年前に議論してくれというのを担

当課に言っとったということを気づいてくれ

ただけでも、僕はよしとします。過去のこと

は言いませんので、これから農業振興条例が、

北岡部長の通ってきた道しるべの後ろに続く

であろう後ろの方がうまいことやってくれた

ら、もうそれで結構ですので、期待しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 教育長、お待たせしました。三つ目をお願

いします。 

○議長（森下伸吾君）次に、質問項目３、教

育長のビジョンについてナンバー２に対する

答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（今田 実君）登壇〕 

○教育長（今田 実君）堀内議員の質問にお

答えします。 

 まず、第２期橋本市教育大綱に示している
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重点目標について、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第26条第１項の規定に基づ

き、点検評価を行いながら進めていきたいと

述べたことについてですが、令和４年度の点

検評価については、令和５年６月に議会提出

したとおり、３項目の基本方針において、そ

れぞれ36、39、16の評価指数を設定し、評価

しました。概ね達成以上とした評価指標が約

９割でした。 

 令和５年度については、令和４年度中に第

２期橋本市教育大綱事務局職員がプロジェク

トチームを組み、議論を重ね、構築した第３

期橋本市教育大綱に基づき取り組んでいます。 

 基本方針を「豊かな心と健やかな体を育み

ます」「家庭教育・学校教育・社会教育の中で

多様な学びを育みます」「地域・家庭・学校が

連携した地域教育力を育みます」の３項目と

し、13の重点目標を設定しました。構築過程

において、事務局職員が担当課を超え、事業

について向き合うことで、自分事として捉え

る意識の変化を感じることができました。 

 現在、事業の自己評価の作成中ですが、そ

れぞれの基本方針と重点目標が結びつき、相

互に補完しながら、理念の達成のために動き

出している手応えを感じています。 

 次に、学校施設及び生涯学習施設等の教育

施設の環境整備の成果についてお答えします。 

 まず、橋本市学校施設長寿命化計画に基づ

き、西部小学校３期工事、城山小学校１期、

２期工事を施工しており、安全対策と施設の

長寿命化に取り組んでいます。 

 併せて、令和４年度から５年度にかけて、

施設の劣化状況により、紀見小学校校舎と屋

内運動場の外壁改修工事に取り組んでいます。 

 照明環境のＬＥＤ化改修については、校舎

側は令和５年度に小学校４校と中学校１校を

整備し、また、屋内運動場のＬＥＤ化改修に

ついては、天井照明器具落下防止工事と併せ

て、令和３年度に小学校１校、令和４年度に

小学校１校と中学校１校、令和５年度に小学

校２校を整備しています。トイレ改修につい

ては、令和３年度に小学校２校と中学校１校、

令和５年度に小学校１校のそれぞれ校舎と屋

内運動場に整備しています。 

 空調整備については、令和４年度に市内

小・中学校11校の保健室等へ、令和５年度に

小学校４校の特別教室等へ整備しています。 

 このほかにも、屋内運動場の改修を令和３

年度に小学校、中学校それぞれ１校ずつ行い

ました。 

 また、生涯学習施設の老朽化対策として、

学文路スポーツセンター屋内運動場のトイレ

改修工事を令和４年度に、伏原体育館改修と

学文路スポーツセンター屋外施設改修工事の

設計を令和５年度に、産業文化会館・温水プ

ール屋上防水及び外壁改修工事を令和３年度、

４年度にそれぞれ取り組みました。 

 公民館については、令和５年度に紀見地区

公民館・郷土資料館複合施設の新築工事に取

り組んでいるところです。 

 次に、学校教育のＧＩＧＡスクール構想に

伴う教育の情報化の推進と若手教員の育成に

ついてお答えします。 

 本市ではこの３年間、ＩＣＴ支援員を各校

に毎月２回配置しています。ＩＣＴ支援員は

校内研修の講師やＩＣＴ機器操作の支援をす

るとともに、教員からの相談を受けるなど、

教員のＩＣＴ活用能力の向上と教育の情報化

の推進に大きく貢献しています。 

 児童生徒が将来社会で活躍するためにも、

今後もこの取組みを継続していく必要がある

と考えています。 

 若手教員の育成についてですが、小・中学

校ともに学習指導要領が新しく改訂されまし

た。持続可能な社会の創り手の育成をめざし

て、個別最適な学びと協働的な学びを一体的
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に充実させ、主体的・対話的で深い学びの実

現のため、授業力向上に取り組んでいます。 

 例えば、県教育委員会や和歌山大学と連携

した初任者研修会の実施や本市独自の３年次

研修会の実施、指導主事による学校への訪問

指導などを実施し、教員の授業改善を行って

います。さらに、各校独自の校内研修や日々

の取組みを通して、各校長を中心とした指導

体制で若手教員の授業力向上に努めています。 

 なお、学校給食のアレルギー対応について

は、これまでの卵、エビ、カニ、乳に加えて、

令和５年４月から小麦の除去食対応を行って

いるところです。 

 この３年間を振り返りますと、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、学校教育、学

校生活において様々な制約や弊害等もありま

したが、教職員の努力や地域の方々のご支援、

ご協力もあり、第３期教育大綱の理念「人が

学びあい 共に育むまちづくり」への取組み

が進められていると感じております。 

 施設整備については、災害対応をはじめ緊

急を要する事態もありましたが、建設部局の

協力もあって、可能な限りの施設環境の整備

にも取り組んでまいりました。 

 そして、私が就任当時から喫緊の課題とし

て捉えていたＧＩＧＡスクール構想に伴う教

育の情報化の推進と若手教員の育成について

も、この３年間で推進計画に基づき進められ

てきたと認識しています。 

 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）と

児童生徒への学びの保障を意識し、ソフト面

とハード面、いずれの取組みについても継続

していくことではありますが、たくさんの関

係者の協力と努力に感謝しつつ、今後も多く

の関係者と思いを共有し、取り組んでいきた

いと考えています。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君、再質問

ありますか。 

 ９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

大分、端的にしていただいたんだなと思いま

す。言いたいことはもっとあろうかと思いま

すが、順を追って再質問させていただきます。 

 難しいことはあんまり私もよう分からんの

で、今田先生が好きか嫌いかというたら、好

きです。教育長にええか悪いかというたら、

ええと思います。３年間、コロナもあって、

いろいろやりたいことも我慢してできなかっ

た、最初の希望に満ちあふれた部分と、コロ

ナで我慢せなあかん部分、ここがすごく歯が

ゆいところが１年目のイメージであります。 

 やっとコロナが回復して、さあこれからと

いうときに任期が４年から３年に変わっとる

んで、今このタイミング、たまたま偶然です

けど、今回の議案審議で、選任案件で今田実

さんという方が上がっていますけども、気に

せず、プロポーザルみたいなことを言います

けど、教育大綱に沿っての点検評価、概ね９

割達成ということを言うていると思うんです

けども、僕は次も頑張っていただきたいなと

いうのは、これは独り言として思っています。 

 その上で、残念なのはやっぱり、僕はちょ

っときついので言わせていただきますけど、

ハード面、ここはやっぱり教育長の仕事では

ない。市長部局、教育部長に対して、直して

ほしい、早くしてほしいと、わがままでいい

と思います。そこまで、教育長がそこまです

る必要ないと思います。 

 というのは、校長会とか現場職員の先生、

地域のＰＴＡというんかな、要望とかが校長

を挟んで、声が耳に入ると思うんです。それ

を大きな器にお願いしていく、厚かましくお

願いしていく、それが教育長の仕事やと思う

ので、あんまりハードの部分には、答弁にあ

ったので、答弁で言われると、今田教育長の

点数を下げるところがあるとすれば、そこや
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と思うんです。 

 やっぱり、首を突っ込むんやったらとこと

ん行かなあかんし、ハードのことはやっぱり、

答弁にあったように建設部に頼らなあかん。

教育部長を筆頭に教育総務課がもっとど性根

を入れやんなあかん。オーバーワークの中ど

うするんやという議論が遅れを取り戻すとい

うことになるので、そこはもう質問しません、

僕の意見なので。合っているか合ってないか

はもう別に、ユーチューブをご覧の皆さまが

決めればいいことなので。 

 今の先生といえば、やっぱり重点施策、今、

答弁にあったように、ソフト面で手応えを感

じているというふうに聞こえました。やっぱ

り若手職員の育成というのが今田教育長の僕

は一番のテーマで、橋本市の教育、子どもた

ちファーストになるには１丁目１番地が今田

先生やったらそれなのかなと思うんですけど、

それに対しての手応えとか、次もし２期目を

迎えられたらどんなふうにしていきたいとい

うのがあったら、その点についてお伺いいた

します。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）私が教師になったと

きに先輩先生から言われたことは何かという

と、やっぱり子どものことをしっかり理解し

て、子どもを育てられる教師になりなさいと。

そのためにはしっかり勉強しなさい、そして、

それを実際に子どもにぶつけていって、子ど

もがどう育ったかということを手応えとして

感じ、それを生きがいにして教師という仕事

を進めていきなさいよということを言われま

した。 

 私も今、若い先生方にそのことを求めます。

けれども、今の新採として入ってきてくれた

先生方は、なかなか外へ研修に行く機会とい

うのが持つことができませんでした。それで

も学校で工夫しながら取組みを進めてきてく

れていました。 

 そこは本当にこの３年間つらい思いをした

部分はあると思うので、大いに先生方にはい

ろんなところのよい実践を見てもらって、そ

れを自分の糧として進めていけるような支援

をしていくことが大事なのかなと。それをま

た学校へ持ち帰って学校の中でしっかり校内

の研修として取り組んでもらう、校長がリー

ダーシップを発揮してそこは取り組んでもら

う、それを教育委員会、指導主事が中心とな

って支援をしていく。そこについては本当に

取り組んでいきたいと思っているところです。 

 実は、令和４年、５年と、新規採用教員と

いうのが62人入っています。すごい数です。

今年度末にも、もうじき人事異動の発表があ

るわけなんですけれども、そのときにも同じ

ぐらいの人数が入っていくとするならば、そ

ういった１年目、２年目、３年目を迎える先

生方の割合というのはかなり大きなものを占

めていきます。 

 ですから、橋本市の教育、当然ベテランの

教員がリードしていかなければならないんで

すけれども、この若い先生方をどう、生きて

いくような先生に育てていくかというのは大

きな課題だというところは、そこからも分か

っていただけると思います。 

 しっかり外との交流、そして中での交流、

それを支援する、それをしっかり取り組んで

いくことがこれからの私のしていくことかな

と、そんなふうに思っておるところです。 

 それと、一つ付け加えさせていただくと、

私が教師になったときの教師像と今は違う形

の教師像が求められています。何かというと、

自分独りで教えていくというような、私が教

師になった頃はそういうイメージが強かった

んです。けれども今は、いろんな人の力を借

りながら、子どもを持続可能な社会の創り手

にしていくということが求められます。カリ
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キュラムマネジメントをしていかなくてはな

らないということです。 

 ここは大きな、今までの教師と違うところ

です。ここも私が就任してからしっかり取り

組んできた部分でもあります。ここのところ

は新たな課題として先生方にも認識していた

だいて、取組みを共に進めていきたいと考え

ているところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

すばらしいプロポーザルであると僕は思いま

す。思いがそのまま形になるのであれば、お

のずと答えは見えてくると思います。 

 今、話を聞いていて思ったのは、今田教育

長が自分の思いをなし得るために、次の目標

を立てて次の実行に移す、ＰＤＣＡサイクル

に似たような形だと思うんですけど、そのた

めに次に必要なものって何なんやろうと僕は

考えたときに、やっぱり、市長部局に例える

と、総合政策部長、全ての部長、ほんで課長

がおって、命令系統、思い、イコール形にな

ると例えたときに、教育長のそれをなすとこ

ろというのはどこなんだろうと考えたときに、

セカンドで教育部長がお支えいただいとる、

すばらしい教育部長がおると。でも、やっぱ

り学校教育課というのが一つの要になってく

ると思うんです。 

 僕、教育総務課、学校教育課、生涯学習課、

さっきの時間外の話もあるんですけど、オー

バーワーク、今後どう改革していくのか分か

らないですけど、やっぱり仕事の質でいうと、

学校教育課というのは学校の先生が、指導主

事の先生がおられます。ここと校長会の関係

性とかが円滑にならないと、仕事量を削って

あげる、学校教育課が本来しなければならな

い仕事だけに専念していただかんと、橋本市

の事務をあの方たちに乗せ過ぎなのかなと。 

 学校教育課もちょっと時間外が多過ぎるの

ではないのかなと。ここを整理しないと血管

が詰まっとる形になりませんかと。ええこと

言うているのに下に伝わりませんかと。この

辺についての見解をください。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）教育委員会としての

組織の在り方ということだと思うんですけれ

ども、私自身が学校を支えていくために今の

形がいいのかというと、昔は今の形でよかっ

たものが、ある程度いろんなことが収まって

きて、そこが余裕ができている部分もあった

りもする部分があります。そういったところ

を、うまく組織をつくり変えることによって、

学校を支援する形をつくることはできないか

ということで、今後、関係するところと協議

をしながら、その支援体制の組織の在り方と

いうのを令和６年度には考えていきたいと思

っているところです。 

 具体的に言いますと、14番議員との議論の

中にもありましたが、子どもたちの今の状況

を考えたときに、そこでしっかり学校を支え

ていく必要のある部分もあります。ですから、

そういったところをしっかりした形に整えて、

そして、指導主事は指導主事としての仕事が

やりやすいようにとか、そういったことを考

えていきたいと今は考えているところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ここがちょっと僕の引

っかかるところなんですけど、僕は賢くない

のできれいに表現できないんですけど、指導

主事の本来の仕事ってどれだけあるんだろう

と、僕は知らないんです、はっきり言うて。

かなり重いと思うんです。 

 学校教育課は結構いろんな雑務とか事務が、

能力が高い人やからできるんやろうけども、

本来せなあかん仕事以外のことのほうが多い。

ここを整理しないと本来の能力を彼らが発揮

できないんちゃうんかなと。 
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 そこが能力を発揮して、風通し、何という

んかな、パイプ役になるであろう、やっぱり

若手先生とかと、こんな授業をしたらどうで

とか、こういう話を持っていくのが指導主事

の本来の仕事をしていただけるような環境を

整えるのが教育長の仕事です。教育総務に関

しては教育部長の仕事です。生涯学習という

のはダブルで、市長部局も巻き込んでやった

らいいと思うんです。 

 この学校教育の部分というのの要というの

が、今田教育長の司令塔の、何というのか、

血の流れが、言うたら臓器みたいなところに

なるのかな。これをちゃんと行くように。ほ

んで、各校長先生がそれを理解して若手の先

生を育てる。これをすることによって、持続

可能、地域のコミュニティ、市民参画協働と

いうのかな、平木市長のマニフェストという

のに近づく。ここは教育と福祉の連携という

のが一番試されとるところだと僕は思うんで

す。教育なのか福祉なのか。僕は教育だと思

うんです。 

 一昔前、初当選したとき、十数年前じゃな

くて、学校が開かれてきとる。学校の先生が

若返っとる。昔は議員って煙たいように来ら

れたら嫌やとか、またクレームかいなという

ような学校やった、10年前は。 

 でも、今は校長先生らが若い、コミュニケ

ーション取れる、活力があるんです。前の人

が悪いと言うてないんですよ。時代の流れや

と思うんです。 

 今田先生が、今の教育長がトップに行って、

こういう姿勢のピラミッドを作りたいのであ

れば、今必要で今メスを入れやなあかんのは、

教育総務課を整理できました、生涯学習課は

これからどないなるんか。学校教育課を誰か

が壊れる前に気づいて救うことが、今田先生

のやりたいことへの第一歩なのではないのか

なと思うんです。その辺についての見解を頂

きたい。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）ありがとうございま

す。 

 本当に指導主事の仕事というのは、私も指

導主事を経験していますけれども、多岐にわ

たります。管理の面もありますし、指導の面

もありますし、それに付随する事務もしてい

かなくてはならないというところはあります。 

 その辺りは本当に整理しながら学校と向き

合う、それこそ時間をどれだけつくっていく

かということを、本当に今の仕事の状況を見

ているときには考えていかなくてはならない。 

 そのためにも先ほど言ったようなこと、そ

れと他課との関係もありますので、その辺り

の機構というのをどうしていくか、事務分担

をどうしていくか、その辺りはしっかり考え

ていきたいと、そんなふうに思っております。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）ありがとうございます。

その答弁を、３年間でじゃなくて、もう新年

度をまたいだらすぐ実行していただきたい。

ほんならもう形になって現れる。ほんなら次

は生涯学習やと、こうなると思うんです。 

 次に移ります。アレルギーのこととかも聞

きたかったですけども、時間の都合上、文句

なしです。残飯についてとかちょっと議論せ

なあかんことはあるんですけども、献立の在

り方とか、アレルギーの対応に対してのちょ

っと歯がゆさがあるんですけど、それはまた

共に勉強していきましょうということで。 

 こどもまつりって何か聞いたことがあるよ

うな気がするけど、これはもう今回問いませ

ん、時間ないので。 

 最後に聞きたいのが、報告案件でもあるの

で、あまり触れたらあかんのですけど、適正

配置、統廃合的な話です。これについてはや

っぱり時代の流れに沿っていかなあかんと思
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うので、これはやむを得ない。いろんな、こ

れからデリケートゾーンに入るので、協力し

てやっていきたいという思いは僕は持ってい

るんです。東西南北、地域それぞれに議員が

いらっしゃるので、それぞれの考えでいいと

思います。 

 当たっとる学校について、やっぱり土台が

できた、よう頑張ってくれた、適正配置の係、

よう頑張ってくれた。次に必要なのはデリケ

ートな説明と寄り添った早い準備とスローな

説明、柔らかい空間やと思うんです。そこに

ついてだけ、教育長の思いを聞かせていただ

きたいと思います。 

○議長（森下伸吾君）教育長。 

○教育長（今田 実君）この件については、

私が就任してから、ああ、これは取り組んで

いかなければならない課題だという認識を持

って、２年目から取り組み出したことです。 

 この２年間で準備をし、ようやく報告でき

るまでになりました。また、文教厚生建設委

員会で詳しい報告はさせていただきますが、

その後、地域説明、保護者説明に入っていき

ます。その中で基本としたいことはしっかり

対応できるような形で進めていきたいと、そ

んなふうに考えておるところです。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君。 

○９番（堀内和久君）私ごときが教育長の云々

を聞いて申し訳なかったと思うんですけども、

やはり、今たまたま文教厚生建設委員会でも

おらしてもろとるし、地域のこともいろいろ

課題もあると思うので、今田先生にはこれか

らももっと頑張っていただきたいと思います。 

 私もやっぱり人生の節々というので先生っ

ているんです。多分みんなそうやと思うんで

す。やっぱり学校の先生というのは、それぞ

れの人生のターニングポイントで何か意見を

くれたり何か変えてくれた人というのが先生

であると思うので、そういう先生をたくさん

つくっていっていただきたいと思います。 

 今後もまた、私も勉強させていただきます

ので、また今後ともご指導のほどよろしくお

願いします。あと３年よろしくお願いします

と言うていいのか分からないですけど、頑張

ってください。 

 終わります。 

○議長（森下伸吾君）９番 堀内君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（森下伸吾君）これにて一般質問を終

結いたします。 

 以上で本日の日程は終わりました。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさ

までした。 

（午前11時40分 散会） 
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